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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

前文 

地方独立行政法人北九州市立病院機構（以下「法人」という。）は中期目標で指示された通り、国が示した「持
続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえるとともに、地方独立行
政法人の特⻑である迅速性、柔軟性及び効率性を最⼤限に発揮し、中期目標の実現に向けて職員⼀丸となって取
り組むため、地方独立行政法人法に基づき、以下のとおり中期計画を定める。 

なお、本計画は総務省が定める「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライ
ン」が求める公立病院経営強化プランを兼ねるものとする。 
 
第１ 中期計画の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間とする。 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 政策医療の着実な実施 

ア 政策医療として、次に掲げる感染症医療、周産期医療、小児救急を含む救急医療、災害時における医療を
提供する。 

イ 政策医療の提供については、市⺠の命と健康を守る市立病院として着実に実施するとともに、可能な限り
効率的かつ効果的な運営に努める。 

ウ 政策医療の実施に当たっては、北九州市域の医療需要に十分適合させることとし、医療需要の変化等によ
り政策医療の提供体制の見直しが必要と判断される場合は、政策医療のあり方について、北九州市（以下「市」
という。）が適切に判断できるよう努める。 

 
(1) 感染症医療 

医療センターにおいて、市内で唯⼀の第二種感染症指定医療機関として、二類感染症患者に適切な医療を提
供する。また、医療センター及び八幡病院において、新型コロナウイルス感染症、新型インフルエンザ等の
新興感染症及び再興感染症の受け入れに関して中核的な役割を担う。 

○医療センターにおいて、二類感染症が発生した場合は、県や市、北九州市医師会と密接な連携を図りながら、
患者の収容・治療に迅速に対応する。また、二類感染症患者の⻑期入院等に備えた体制を確保するとともに、
二類感染症に対応できる専門的な知識と技術を有する職員の育成に努める。 

○両病院において、新型コロナウイルス感染症、新型インフルエンザ等の新興感染症及び再興感染症の感染症
拡⼤時には、県や市、北九州市医師会との密接な連携の下、迅速に受け入れ態勢を構築し、市立病院として
市内医療機関の中核的な役割を果たす。 

 
(2) 周産期医療 

医療センターにおいて、周産期⺟⼦医療センターとして、⾼度で専門的な医療を提供する。 
○胎児要因や⺟体要因による⺟体搬送の受け入れ、緊急分娩や異常分娩への小児科医の立ち会い、新生児外科

疾患の手術などの診療を２４時間体制で行うなど、ハイリスク妊娠やハイリスク新生児の診断・加療につい
て北九州市とその近郊において中心的な役割を担う。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

前文 

地方独立行政法人北九州市立病院機構（以下「法人」という。）は、「新北九州市病院経営事業改革プラン」に基
づいて設立されている法人であることを踏まえるとともに、中期目標に掲げる「地方独立行政法人制度の特⻑を
活かした自立的な運営」、「福岡県地域医療構想の実現に向けた機能分化・連携」に留意しつつ、中期目標の実現
に向けて職員⼀丸となって取り組むため、地方独立行政法人法に基づき、以下のとおり中期計画を定める。 
 
 
 
第１ 中期計画の期間 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までの５年間とする。 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 政策医療の着実な実施 

ア〜イ （同左） 
 
 
 
 
ウ 政策医療の実施に当たっては、北九州市域の医療需要に十分適合させることとし、医療需要の変化等により
政策医療の提供体制の見直しが必要と判断される場合は、政策医療のあり方について、市が適切に判断できるよ
う努める。 
 
(1) 感染症医療 

医療センターにおいて、市内で唯⼀の「第二種感染症指定医療機関」として、二類感染症や新型インフルエ
ンザの受け入れに関して中核的な役割を担う。 

○二類感染症が発生した場合は、市の対策部門と密接な連携を図りながら、患者の収容・治療に迅速に対応す
る。 

○二類感染症患者の⻑期入院等に備えた体制を確保するとともに、二類感染症に対応できる専門的な知識と技
術を有する職員の育成に努める。 

○感染症発生時に備え、検査試薬や医薬品等の十分な数量の確保に努めるとともに、関係機関と連携して必要
な対策・訓練を実施する。 

 
 
(2) 周産期医療 

医療センターにおいて、「周産期⺟⼦医療センター」として、⾼度で専門的な医療を提供する。 
 ○（同左） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

○医療センターにおける周産期医療のあり方については、市内における分娩件数や産科医療機関の減少、人口
動態の将来的な全体像等を踏まえたうえで、関係医療機関や市と十分に連携を図りながら検討を行う。 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター（令和４年度実績） 

⺟体搬送件数 ５９件 
ＮＩＣＵ受入患者数 ２，４２０件 
ＮＣＰＲ講習会開催回数 ９回 

※ ⺟体搬送やＮＩＣＵ受入は、市内４ヶ所の周産期医療機関の役割分担によって行われている。 
 

(3) 小児救急を含む救急医療 

八幡病院において、救命救急センター、小児救急センターとしての役割を果たす。 
○北九州医療圏における救急医療体制の中核施設として、救急外来の充実等により、２４時間３６５日救急患

者を断らず受け入れ、適切な医療を提供する。 
○特に小児医療については、小児科外来の充実や小児集中治療室（ＰＩＣＵ）の活用等により、初療から集中

治療を要する場合まで２４時間３６５日対応できる環境を充実させ、適切な医療を提供する。 
○救急患者に対する適切な医療を提供するため、救急科及び関連診療科の医師確保に努めるとともに、初期研

修医及び救急科・小児科専攻医の基幹研修施設等として、人材育成を通じて救急受入れ体制の強化に取り組
む。 

 
＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 
救急車応需率 ７０．１％ ９５．０％ 
救急受入件数 ４，３３４件 ― 
救急患者手術件数 ３４８件 ― 
小児救急ウォークイン患者数 ２３，２２３人 ― 
救急医療に係る研修受け入れ人数 ６１人 ― 

※ 救急車応需率＝救急車受入数÷救急要請数。 
※ 小児救急ウォークイン患者数は、救急車を利用せずに時間外に受診した患者数。 

 
(4) 災害時における医療 

ア 八幡病院において、北九州市地域防災計画や北九州市医師会医療救護計画に基づき、市及び北九州市医師
会の指示の下、施設面や設備面の機能をいかし、市内の災害拠点病院の統括病院としての役割を果たす。 
○災害発生時には院内に災害医療・作戦指令センター（ＤＭＯＣ）を設置し、関係機関と連携して医療支援

を行う。 
○災害医療研修センター（ＤＭＥＣ）において、災害時に迅速かつ効果的な医療救護活動ができる人材を育

成する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

○（新設） 

 
＜関連指標＞ 

項 目 医療センター（平成２９年度実績） 
⺟体搬送件数 １１２件 
ＮＩＣＵ受入患者数 ２，００９件 

※ ⺟体搬送やＮＩＣＵ受入は、市内４ヶ所の周産期医療機関の役割分担によって行われている。 
 
 
(3) 小児救急を含む救急医療 

八幡病院において、「救命救急センター」、「小児救急センター」としての役割を果たす。 
○北九州医療圏における救急医療体制の中核施設として、救急外来施設の充実等により、２４時間３６５日救

急患者を断らず受け入れ、適切な医療を提供する。 
○特に小児医療については、小児科外来の充実や小児集中治療室（ＰＩＣＵ）の整備等により、初療から集中

治療を要する場合まで２４時間３６５日対応できる環境を整え、適切な医療を提供する。 
○救急患者に対する適切な医療を提供するため、救急科及び関連診療科の医師確保に努めるとともに、救急科

専門医及び初期研修医の基幹研修施設等として、人材育成を通じて救急受入れ体制の強化に取り組む。 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 
救急車応需率 ９６．３％ ９８．５％ 
救急受入件数 ３，５６７件 ― 
救急患者手術件数 ３０６件 ― 
小児救急ウォークイン患者数 ２９，５０９人 ― 

※ 救急車応需率＝救急車受入数÷救急要請数。 
※ 小児救急ウォークイン患者数は、救急車を利用せずに時間外に受診した患者数。 
 

 

(4) 災害時における医療 

ア （同左） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

○災害医療コーディネーターが派遣される施設として、北九州地域の災害医療に対応する。 
○県内最⼤規模の屋上ヘリポートをいかし、広域から傷病等患者の受け入れを行うとともに、海上保安庁と

連携し水難事故に対応する。 
○隣接する八幡薬剤師会と連携し、災害時に迅速かつ十分な薬品供給体制を構築する。 

イ 医療センター、八幡病院において、災害拠点病院としての役割を果たす。 
○災害拠点病院として、災害発生時には２４時間体制で災害疾病者の受入れ及び搬出、被災病院、避難所・

救護所等への支援を行うとともに、被災地に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を行う。 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター 八幡病院 

日本ＤＭＡＴ登録隊員数 
 
 

医師         ２人 
看護師        ３人 
業務調整員      ２人 

医師         ５人 
看護師        ３人 
業務調整員      ４人 

福岡県ＤＭＡＴ登録隊員数 
 
 

医師         ２人 
看護師        ６人 
業務調整員      ８人 

医師         １人 
看護師        ２人 
業務調整員      ２人 

ＤＭＡＴ等派遣回数（人数） 令和２年度   １回（３人） 令和２年度   １回（４人） 

 
ウ 災害時における医療提供については、病院自体が被災することも想定して対応策を準備する。 

○医療センターにおいては、国の基準に基づいて非常用電源や備蓄資材（食糧・飲料水、医薬品等）を確保
するとともに、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づいた訓練等を実施し、災害時には、病院機能を維持した上
で、全ての患者に医療を提供できるよう努める。 
ただし、災害拠点病院としての機能を果たすためには、免震構造、ライフライン機能の維持、災害活動ス
ペース等を備えることが望ましいが、現病院の施設、設備では十分でないことから、施設の老朽化対策に
合わせて、建替えを含め将来的な施設や設備のあり方について検討していく。 

○八幡病院においては、国の基準に基づいて非常用電源や備蓄資材（食糧・飲料水、医薬品等）を確保し、災
害時においても病院機能を維持するとともに、全ての患者に医療を提供できるよう、業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）に基づいた訓練等を実施し、適切に運用する。 

 
２ 医療センター及び八幡病院の特色をいかした医療の充実 

政策医療に加え、医療センター及び八幡病院の特色をいかした⾼度で専門的な医療を提供する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

 
 
 
 
 

イ （同左） 
 
 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター 八幡病院 

日本ＤＭＡＴ登録隊員数 
 
 

医師         ２人 
看護師        ２人 
業務調整員      １人 

医師         ５人 
看護師        ４人 
業務調整員      ２人 

福岡県ＤＭＡＴ登録隊員数 
 
 

医師         ２人 
看護師        ８人 
業務調整員      ６人 

医師         ５人 
看護師        ３人 
業務調整員      ３人 

ＤＭＡＴ等派遣回数（人数） 
 

平成２８年度  １回（４人） 
平成２９年度  １回（５人） 

平成２８年度 ３回（１１人） 
平成２９年度 １回  （３人） 

 
ウ 災害時における医療提供については、病院自体が被災することも想定して対応策を準備する。 

○医療センターにおいては、国の基準に基づいて非常用電源や備蓄資材（食糧・飲料水、医薬品等）を確保
するとともに、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、災害時には、病院機能を維持した上で、全ての患者に医
療を提供できるよう努める。 
ただし、災害拠点病院としての機能を果たすためには、免震構造、ライフライン機能の維持、災害活動ス
ペース等を備えることが望ましいが、現病院の施設、設備では十分でないことから、施設の老朽化対策に
合わせて、将来的な施設や設備のあり方について検討していく。 

○八幡病院においては、国の基準に基づいて非常用電源や備蓄資材（食糧・飲料水、医薬品等）を確保し、災
害時においても病院機能を維持するとともに、全ての患者に医療を提供できるよう、業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）を策定し、適切に運用する。 

 
２ 医療センター及び八幡病院の特色を活かした医療の充実 

（同左） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

 
(1) 医療センター 

ア がん医療について、地域がん診療連携拠点病院として、集学的治療及び標準的治療等の提供体制の充実を
図るとともに、⾼度で専門的な医療を提供する。 

また、がんゲノム中核拠点病院との情報共有・連携体制の構築に努め、がんゲノム医療連携拠点病院とし
てがん医療の充実を図る。 
 
○ロボット支援下手術による低侵襲外科手術を実施するため、手術支援ロボットを駆使して最先端の医療を

提供する。 
○定位放射線治療や強度変調放射線治療等の⾼度な放射線治療を提供するため、リニアックの積極的な活用

を行う。 
 ○（削除） 
 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター（令和４年度実績） 

がん患者数 ５，２５５人 
化学療法件数 １７，１０７件 
放射線治療件数 １０，６５０件 

 
イ 全人的な対応が求められるがん診療について、関連部署を統括するがんセンターの機能の強化を図り、が

ん患者や家族の支援機能を充実させる。 
○患者や家族の精神的なケアや生活面での不安・悩みに対応していくため、がん看護専門看護師及びがん分

野の認定看護師の配置によりがん看護外来を充実させるほか、抗がん剤治療に関する専門知識と経験のあ
る認定薬剤師を配置した薬剤師外来の活用により安全で効果的ながん薬物療法に取り組む。 
また、多職種による支援を行う緩和ケアセンターについて、がん患者や家族へ寄り添った支援の強化に取
り組むなど、適切な緩和ケアの提供に努める。 

 ○医療センターの患者や家族だけでなく、他院の患者や家族の不安・悩み等の相談に応えるため、がん相談
支援センターの周知に取り組むとともに体制強化に努める。 

ウ がん医療に関する地域医療機関との連携の強化に努める。 
○がん医療における医療機関の役割分担を尊重しながら連携を推進していくため、医療従事者の資質向上に

向けた情報提供や研修の開催等、地域全体のレベルアップの貢献に努める。 
○インターネットでカルテの閲覧やＣＴ・ＭＲＩの予約ができる連携ネット北九州の活用を促進する。 
○福岡県がん地域連携クリティカルパスの使用拡⼤と普及に努める。 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター（令和４年度実績） 

連携ネット北九州新規登録患者数 １，０４７件 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

 
(1) 医療センター 

ア がん医療について、地域がん診療連携拠点病院として、集学的治療及び標準的治療等の提供体制の充実を
図るとともに、がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等に対応できる体制を整備し、⾼度
で専門的な医療を提供する。 

また、がんゲノム中核拠点病院との情報共有・連携体制の構築に努め、がんゲノム医療連携拠点病院とし
てがん医療の充実を図る。 
○ロボット支援下手術による低侵襲外科手術を実施するため、の導入更新を検討する。検討に当たっては、

導入による効果を慎重に見極めることとする。 
○定位放射線治療や強度変調放射線治療等の⾼度な放射線治療を提供するため、リニアックの更新を検討す

る。 
○⾼精細な画像によって診断能力が向上し、より確かな診断を迅速に提供するため、磁気共鳴コンピュータ

断層装置（ＭＲＩ ３．０Ｔ）の増設を検討する。 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター（平成２９年度実績） 

がん患者数 ４，９３５人 
化学療法件数 １７，１４０件 
放射線治療件数 １２，１７９件 

 
イ がん患者や家族の支援機能を充実させる。 

○患者や家族の精神的なケアや生活面での不安・悩みに対応していくため、がん看護専門看護師及びがん分
野の認定看護師の配置による「がん看護外来」の充実に取り組む。また、抗がん剤の副作用等への対策と
して、抗がん剤治療に関する専門知識と経験のある認定薬剤師を配置した「薬剤師外来」を開設するほか、
医師・薬剤師・看護師のチーム医療により、がん患者や家族が意思決定しやすい体制を整備するなど、が
ん患者や家族の支援機能の強化に取り組む。 

 
 ○（同左） 
 

ウ がん医療に関する地域医療機関との連携の強化に努める。 
○（同左） 
○（同左） 
○福岡県がん地域連携クリティカルパスの普及に努める。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 

平成２９年度実績 令和５年度目標 
連携ネット北九州新規登録患者数 ５５８件 ７００件 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

エ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 
 ○救急医療提供体制を充実するため、救急隊との連携をさらに強化していく。救急救命士への実地研修等を

定期的に開催し、相互の情報交換と顔の見える関係を構築する。 
○進展する⾼齢化に伴う、生活習慣病を含めた疾病構造の複雑化に対応するため、糖尿病や脳卒中、循環器

疾患、代謝疾患等に対応する、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師等によるチーム医療の体
制強化と新たなチーム編成に取り組む。 

○膠原病や甲状腺疾患といった地域医療提供体制の中で十分な対応が難しい医療の提供に努める。 
○肩・肘関節疾患やスポーツ障害への対応のほか、低侵襲で早期退院が可能な脊椎内視鏡手術等の脊椎手術

を実施する。 
○（削除） 
○（削除） 
○児童福祉法に基づく助産施設としての役割を担う。 
○市立病院として、市⺠の命と健康を守るセーフティネットの役割を果たすよう努める。 

＜関連指標＞ 
項 目 医療センター（令和４年度実績） 

救急救命士への研修開催回数 ３回 
 

オ 診療科や病床数については、地域医療構想や地域における同病院の果たすべき役割・機能を踏まえた上で、
経営状況等も勘案しつつ持続可能で安定した医療を適切に提供するため、適正化に向けて見直しを含めた検
討を行う。 

（削除） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

エ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 
 ○（新設） 
 

○生活習慣病に対応するため、地域医療機関と連携し、糖尿病や脳卒中、循環器疾患、代謝疾患等に対応し
ていくため、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、検査技師でのチーム医療が提供できるように体制を強
化する。 

○（同左） 
○肩・肘関節疾患、スポーツ障害・脊椎疾患に対応するため、低侵襲で早期退院が可能な脊椎内視鏡手術等

の脊椎手術を実施する。 
○せん妄や認知症に対応するため、もの忘れ外来の開設や常勤精神科医の採用に取り組む。 
○合併症や新生児疾患の対応等、総合的医療の提供できるように常勤眼科医の採用に取り組む。 
○児童福祉法に基づく「助産施設」としての役割を担う。 
○市立病院として、市⺠の命と健康を守るセーフティネットの役割を果たすよう努める。 

（新設） 

 

 

オ 医療センターにおいて、上記の医療を提供するための標榜診療科目及び病床数は、以下のとおりとする。 
ただし、標榜診療科目及び病床の実際の運用については、今後の医療需要の変化や診療機能の向上等に合

わせて柔軟に対応していく。 
 

標榜診療科目 病床数 
内科、心療内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内
科、糖尿病内科、緩和ケア内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼
科、⽿⿐咽喉科、放射線科、病理診断科、⿇酔科、⻭科 

許可病床数 ６３６ 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

(2) 八幡病院 

ア 小児医療について、小児救急・小児総合医療センターを中心に、診療機能の充実を図る。 
○専門性の⾼い小児科医の確保や小児集中治療室（ＰＩＣＵ）・無菌室の活用等により、救急・集中治療、児

童虐待とその家族、血液・腫瘍性疾患、神経疾患・てんかん、医療的ケア児、小児アレルギー、小児感染症
に係る専門医療の充実と在宅支援に取り組む。 

○小児科専門医の基幹研修施設として、人材育成を通じて、診療機能の強化に取り組む。 

＜関連指標＞ 
項 目 八幡病院（令和４年度実績） 

小児科患者数（外来） ４６，１４２人 
小児科患者数（入院） ２０，９２０人 

 
イ 小児医療に関する障害者や家族に対する医療面での支援の充実に取り組む。 

○障害を持つ小児患者等を⼀時的に預かる福岡県及び北九州市が実施主体の小児慢性特定疾病児童等レスパ
イト支援事業に参加する等支援の充実に取り組む。 
また、障害者やその家族が安心して生活が送れるよう医療面での支援を行う。 

ウ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 
○消化器・肝臓病センターを内科・外科・放射線科等の医師、薬剤師及び看護師等で横断的に組織化し、生

活習慣や食生活の変化に伴い急増する消化器・肝臓病疾患に対して最新・総合的な医療を提供する。 
○循環器疾患に対応する循環器内科が充実してきていることに加え、新たに心臓血管外科を設置すること等

により、救命救急センター機能の更なる充実を図る。 
○心不全センターを内科・循環器内科・形成外科等の医師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師及び看護

師等で横断的に組織化し、⾼齢化等に伴い急増する心不全患者に専門的な医療を提供するとともに、かか
りつけ医療機関・介護施設・在宅との間を取り持つ役割を担うことで、地域全体で心不全患者を支援する
体制を構築する。 

○アメリカでも注目され、実践されている Acute Care Surgery（外傷急性期外科）の北九州市の中心となるべ
く、血管造影装置とＣＴを備えたハイブリッド手術室の機能を駆使して、最先端の医療を提供する。 
さらに、外傷・形態修復・治療センターを北九州市に２名しか居ない外傷専門医を中心に外科・形成外科・
整形外科等の医師、リハビリスタッフ及び看護師等で横断的に組織化し、外傷やその他の形態異常に対し
機能的・整容的な再建を行うことで、患者のＱＯＬ（生活の質）の回復を目指す。 

○市立病院として、市⺠の命と健康を守るセーフティネットの役割を果たすよう努める。 

エ 診療科や病床数については、地域医療構想や地域における同病院の果たすべき役割・機能を踏まえた上で、 
経営状況等も勘案しつつ持続可能で安定した医療を適切に提供するため、適正化に向けて見直しを含めた検
討を行う。 

 
 （削除） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

(2) 八幡病院 

ア 小児医療について、「小児救急・小児総合医療センター」を中心に、診療機能の充実を図る。 
○専門性の⾼い小児科医の確保や小児集中治療室（ＰＩＣＵ）・無菌室の整備等により、「救急・集中治療」

「児童虐待とその家族」「血液・腫瘍性疾患」「神経疾患・てんかん、医療的ケア児」に係る専門医療の充実
と在宅医療の支援に取り組む。 

○（同左） 

＜関連指標＞ 
項 目 八幡病院（平成２９年度実績） 

小児科患者数（外来） ５１，６８１人 
小児科患者数（入院） ３４，１５６人 
 

イ （同左） 
 
 
 

ウ その他地域の医療状況を踏まえ、市立病院として必要とされる医療を提供する。 
○（同左） 
 
○（新設） 
 
○（同左） 
 
 
 
○アメリカでも注目され、実践されている Acute Care Surgery（外傷急性期外科）の北九州市の中心となるべ

く、血管造影装置とＣＴを備えたハイブリッド手術室の機能を駆使して、最先端の医療を提供する。 
さらに、外傷・形態修復・治療センターを外科・形成外科・整形外科等の医師、リハビリスタッフ及び看護
師等で横断的に組織化し、外傷やその他の形態異常に対し機能的・整容的な再建を行うことで、患者のＱ
ＯＬ（生活の質）の回復を目指す。 

○（同左） 

エ 八幡病院において、上記の医療を提供するための診療科目及び病床数は、以下のとおりとするが、ただし、
標榜診療科目及び病床の実際の運用については、今後の医療需要の変化や診療機能の向上等に合わせて柔軟
に対応していく。 

標榜診療科目 病床数 
内科、精神科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、
脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、皮膚科、泌尿器
科、婦人科、眼科、⽿⿐咽喉科、放射線科、救急科、⿇酔科、⻭科 

許可病床数 ３５０ 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

３ 医療の質の確保 

(1) 人材の確保・育成 

ア 医療従事者の養成機関との連携を図るとともに、柔軟で多様な職員採用により、医師をはじめとする優秀
な医療スタッフの確保に努めるとともに、医療スタッフが⻑く働き続けることができる職場環境の整備に努
める。 
○医師については、⼤学等関係機関との連携強化や教育研修を充実させ、医師の負担軽減に向けて医師事務

作業補助者を配置する等、医師が働きやすい環境づくりを行う。 
また、女性医師が安心して就業の継続や復職ができる環境の整備を行う。 

○看護師については、計画的に安定した優秀な人材を確保するため、看護学校の学生に対する充実した教育
や実習の提供等により、卒業生の入職率を⾼める。 
また、看護師が看護業務に専念できる環境を整備するため、看護補助者の確保に努めるとともに、看護師
の事務作業をサポートする職の配置やチーム医療の推進等に取り組む。 
さらに、認定看護師等の資格取得に際して、十分にバックアップするとともに、その専門性が発揮できる
ような勤務体制を構築する。 

○医療技術職については、柔軟な採用制度の下、経験者を含めた多様な職種の人材確保に努める。また、資
格取得等の奨励・支援を行い、学会発表等の参加機会を確保できるよう配慮する。 

○事務職員については、プロパー化を進めるとともに、医療マネジメントができる事務職員を育成するため、
院内教育の充実を図り、資格取得の支援に加え、セミナーや学会発表等の学習機会を提供する。 
また、事務職員の総合力を強化するため、定期的な部署間の異動等、計画的な育成に取り組む。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
看護実習受入数 ３４６人 ３４６人 １７５人 １７５人 

※（削除） 
 

イ 特に、医師の確保にあたっては、⼤学医局との連携強化、臨床研修の充実に努める。 
  ○⼤学医局等からの医師確保、病院運営への協力等に向けて、関係⼤学との連携強化の仕組みづくりに取り

組むとともに、病院機能の特性を生かした臨床研修の充実に努める。 
  ○（削除） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

３ 医療の質の確保 

(1) 人材の確保・育成 

ア （同左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
看護実習受入数 ３５０人 ２４９人 

※ 医療センターは、５校３５０人、八幡病院は、４校２４９人 
 

イ 特に、医師の確保にあたっては、⼤学医局との連携強化、臨床研修の充実に努める。 
  ○⼤学医局等からの医師確保、病院運営への協力等に向けて、関係⼤学との連携強化の仕組みづくりに取り

組む。 
  ○病院機能の特性を生かした魅力ある臨床研修プログラムや専門研修プログラムの充実、指導体制の整備に

より、病院の将来を担う医師の育成に努める。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
専門医資格取得件数 ２１４件 １１２件 
指導医資格取得件数 １２４件 ５２件 
初期臨床研修医 ７人 ８人 
専攻医 １５人 ９人 

 
ウ 医療スタッフの専門性や医療技術向上のため、各専門分野における医療スタッフの資格取得を評価すると

ともに、資格取得を支援する制度の充実に努める。また、先進的な事例や取組みを習得できる教育研修制度
を充実させる。 

 ○看護師の教育体制として、令和４年より開始したクリニカルラダーを基に各習熟度レベルに応じた研修プ
ログラムの充実を図り、専任の教育担当者を配置することにより、研修体系の⼀元管理や計画的な人材育
成の推進と知識・技術の向上に取り組む。 

○医療センターにおいては、特にがん看護に特化した専門看護師等の育成と、⾼い臨床推論力と病態判断力
を持って急性期医療、地域医療に貢献できる特定行為研修を修了した看護師の育成に取組む。 

 
 
○八幡病院においては、救急医療・小児医療・災害医療に活躍・貢献できる看護師を育成するために特定行

為研修を修了した看護師や認定看護師の育成に取り組みチーム医療の推進を図る。 
今後の⾼齢化の進展を見据え慢性呼吸器疾患看護、皮膚・排泄ケアの認定看護師資格の取得を目指すとと
もに、認知症看護、感染管理の認定看護師資格取得者の増員に取り組む。 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
専門看護師 １人 １人 
認定看護師 ２２人 １７人 

 
 
 

エ 若手医師を確保するため、⼤学等関係機関とのより⼀層の連携を図るとともに、教育研修や指導医を充実
させる等、環境整備について取り組む。 
○⼤学等関係機関との連携強化を図るとともに、病院機能の特性を生かした魅力ある臨床研修プログラムや

専門研修プログラムの充実、指導体制の整備により、病院の将来を担う医師の育成に努める。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
専門医資格取得件数 １６７件 ９５件 
指導医資格取得件数 １４０件 ６２件 
初期臨床研修医 ７人 ４人 
専攻医 ２３人 １０人 

 
ウ 医療スタッフの専門性や医療技術向上のため、各専門分野における医療スタッフの資格取得支援する制度

の充実に努めるとともに、先進的な事例や取組みを習得できる教育研修制度を充実させる。 
 
○（新設） 
 
 
○医療センターにおいては、習熟レベルに応じた研修プログラムの充実と教育担当者の配置、研修体系の⼀

元管理の整備など計画的な人材育成の推進と知識・技術の向上に取り組む。 
特に、がん看護に特化した専門看護師の育成と⾼い臨床推論力と病態判断力を持って急性期医療、地域医
療に貢献できる特定行為研修を修了した認定看護師の育成に取組む。 

○八幡病院においては、今後の⾼齢化の進展を見据え「慢性心不全看護」「慢性呼吸器疾患看護」の認定看護
師資格の取得を目指すとともに、「感染管理」「皮膚・排泄ケア」の認定看護師資格の取得者の増員に取り
組む。 
また、院内では、看護師の専門性向上のため、経験年数別・役割別・職種別の研修を実施するとともに、他
職種についても新たな研修制度の構築に取り組む。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
専門看護師 ０人 ０人 
認定看護師 ２０人 １３人 
診療情報管理士数 ５人 ３人 

 

エ（新設） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

(2) 医師の働き方改革への対応 
医師の時間外労働の上限規制を踏まえ、両病院において作成した医師労働時間短縮計画に沿って、タスクシ

フト、タスクシェアの推進や適切な労務管理の実施等により、時間外労働の縮減や医師の負担軽減を行うとと
もに、追加的健康確保措置等の実施により、働きやすい職場環境の整備に取り組む。 
○医療センターにおいては、医師の時間外労働時間について、年 960 時間以下（Ａ水準）を維持するため、引

き続き、出退勤時間の明確化や医師の自己研鑽ルールの周知徹底等により、適切に労務管理を行う。また、
医師事務作業補助者の配置や特定行為研修・告示研修を修了した医療スタッフの増員等により、医師の負担
軽減を行う。 

○八幡病院においては、救命救急センターの中核を担う内科、外科の医師については、時間外労働時間が年 960
時間を超える可能性があることから、地域医療体制確保暫定特例水準（Ｂ水準）の指定を取得するとともに、
出退勤時間の明確化や医師の自己研鑽ルールの周知徹底を図る。また、医師事務作業補助者の増員や医師以
外の他職種とのタスクシフトを進め、特例水準以外の医師も含めて、医師の時間外労働の縮減や負担軽減を
行う。 

 
 
 
 
 
(3) 医療の質の確保、向上 

ア 医療の多様化・複雑化に対応するため、医療スタッフが診療科や職域を越えて連携できるチーム医療の推
進に取り組む。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
医療チーム編成状況 
 
 
 
 
 

緩和ケア 
認知症ケア 
感染防止対策 
栄養サポート 
医療安全管理 
呼吸ケアサポート 
褥瘡（じょくそう）管理 
抗菌薬適正使用 
リンパ浮腫 
肥満症診療 
院内迅速対応 
報告書確認対策 

認知症ケア 
感染防止対策 
栄養サポート 
医療安全管理 
呼吸ケアサポート 
褥瘡（じょくそう）管理 
排尿ケア 
抗菌薬適正使用 
養育支援 
早期離床・リハ 
院内迅速対応 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 医療の質の確保、向上 

ア （同左） 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
医療チーム編成状況 
 
 
 
 
 

緩和ケア 
認知症ケア 
感染防止対策 
栄養サポート 
医療安全管理 
呼吸ケアサポート 
褥瘡（じょくそう）管理 

認知症ケア 
感染防止対策 
栄養サポート 
医療安全管理 
呼吸ケアサポート 
褥瘡（じょくそう）管理 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

イ 良質な医療を効率的に提供するため、クリニカルパスの活用等による医療の標準化に取り組む。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
クリニカルパス適用率 ４３．８％ ５５．０％ ４５．６％ ６５．０％ 

※ クリニカルパス適用率＝クリニカルパス適用入院患者数÷新入院患者数 
 
 
ウ 医療需要の変化や医療の⾼度化に的確に対応するため、法人の経営状況を踏まえつつ、⾼度な医療機器の

整備・更新等を計画的に進める。 
○医療センターにおいては、手術支援ロボットを活用した患者への低侵襲な手術の推進やリニアックを活用

した患者への負担が少ない放射線治療を推進する。 
○八幡病院においては、ハイブリッド手術室の機能を駆使して、外傷を含めた最先端の医療を提供するとと

もに、小児集中治療室（ＰＩＣＵ）・無菌室を活用し、小児重症患者の診療を実施する。 

エ その他、医療の質の確保、向上に向けて、病院機能評価等の第三者機関による評価制度を積極的に活用す
るとともに、クリニカルインディケーター（臨床評価指標）等の分析・評価の活用に取り組む。 

 ○（削除） 
 

 
(4) 医療安全の徹底 

安全で安心な医療を提供するため、医療事故や院内感染など医療の安全を脅かす事象に関する情報収集や分
析を行い、適切な予防策を講じる。 

 ○市保健所と連携して地域感染対策を実践するため、地域医療機関での院内感染発生時の対応支援や地域医療
従事者への教育・研修等を行う。 

○院内ラウンドや医療安全研修会等を実施し、医療事故や院内感染など医療の安全を脅かす事象の予防に取り
組む。 

○インシデント・アクシデントレポートを適切に分析し、再発防止に努める。 
○国内外における感染情報の収集に努める。 
 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
医療安全研修会等実施回数 ４８回 ― ４９回 ― 
インシデント・アクシデントレポート提出回数  １，４００回 ２，０００回 １，３５４回 １，５６０回 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

イ （同左） 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
クリニカルパス件数 １８５件 １２７件 
クリニカルパス適用率 ２２．４％ １８．１％ 

※ クリニカルパス適用率＝クリニカルパス適用入院患者数÷新入院患者数 
 
ウ 医療需要の変化や医療の⾼度化に的確に対応するため、法人の経営状況を踏まえつつ、⾼度な医療機器の

整備・更新等を計画的に進める。 
○医療センターにおいては、患者への低侵襲な手術を推進するため、手術支援ロボットの導入を検討すると

ともに、「リニアック」を活用し、患者への負担が少ない放射線治療を推進する。 
○八幡病院においては、ハイブリッド手術室の機能を駆使して、最先端の医療を提供するとともに、小児集

中治療室（ＰＩＣＵ）・無菌室を活用し、小児重症患者の診療体制を強化する。 

エ その他、医療の質の確保、向上に向けて、病院機能評価等の第三者機関による評価制度を積極的に活用す
るとともに、クリニカルインディケーター（臨床評価指標）等の分析・評価の活用に取り組む。 
○医療センターにおいては、がんゲノム医療連携拠点病院として、十分にその機能を発揮していくため、国

際規格ＩＳＯ１５１８９の認定を目指す。 
 
(3) 医療安全の徹底 

安全で安心な医療を提供するため、医療事故や院内感染など医療の安全を脅かす事象に関する情報収集・分
析を行い、適切な予防策を講じる。 
○八幡病院において、市保健所と連携して地域感染対策を実践するため、地域医療機関での院内感染発生時の

対応支援や地域医療従事者への教育・研修等を行う。 
○（同左） 
 
○（同左） 
○（同左） 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
研修等実施回数 ６０回 ７４回 
インデント・アクシデントレポート提出回数 １，４５０回 １，０６９回 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 
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 (5) 医療に関する調査・研究 

先進的かつ最適な医療の提供のために、臨床研究推進センターを中心に治験等（企業治験、医師主導治験、
特定臨床研究、倫理指針準拠臨床研究、製造販売後調査、公的調査研究等）を適正に実施できる体制を構築・
強化し、積極的に治験等の実施に取り組む。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
治験等実施件数 １８３件 ５０件 

※ 治験等実施件数には臨床研究実施件数及び公的調査研究件数を含む。 
 
４ 市民・地域医療機関からの信頼の確保 

(1) 患者サービスの向上 

① 患者目線での病院運営の徹底 

ア 患者や家族のニーズを的確に把握し、市⺠から信頼される病院を目指す。 
  また、患者中心の医療提供を行うため、接遇研修を計画的に実施するなど、患者目線に立ったサービスの

提供に努める。 
特に、看護については病室やベッドサイドで看護記録等の業務を行うセル看護提供方式Ⓡやパートナーシ

ップ・ナーシングシステム（ＰＮＳ）の導入等、可能な限り患者に寄り添う看護の提供に取り組む。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
接遇研修回数 １３回 ７回 
接遇研修参加延人数 ２８２人 ２８２人 

 

イ 患者満足度調査等により患者ニーズを的確に把握し、課題等に対して病院全体で適切な改善策を講じて患
者満足度の向上に努める。 

また、現在、特に不満の多い受付・診察の待ち時間の短縮に向けて、各病院において以下の取組を進める。 
医療センターにおいては、診療予約時間に基づいて中央処置室での採血や採尿の受付時間を設定するなど

の混雑緩和の取組を進める。 
八幡病院においては、各診療科の特徴に応じた予約枠の設定や初診患者が診察に入るまでの流れの見直し

に取り組む。 
 

22 
 

地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

(4) 医療に関する調査・研究 

⾼度で先進的な医療の提供に向けて、医療に関する調査・研究に積極的に取り組む。 
 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
治験等実施件数 ９６件 ３５件 

※ 治験等実施件数には臨床研究実施件数及び公的調査研究件数を含む。 
 
４ 市民・地域医療機関からの信頼の確保 

(1) 患者サービスの向上 

① 患者目線での病院運営の徹底 

ア 患者や家族のニーズを的確に把握し、市⺠から信頼される病院を目指す。 
  また、患者中心の医療提供を行うため、接遇研修を抜本的に見直すなど、患者目線に立ったサービスの提

供に努める。 
特に、看護については病室やベッドサイドで看護記録やカンファレンス等を行うセル看護方式やパートナ

ーシップ・ナーシングシステム（ＰＮＳ）の導入等、可能な限り患者に寄り添う看護の提供に取り組む。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
接遇研修回数 ２３回 １０回 
研修参加延人数 ２７４人 ２６０人 

 

イ 職員が患者満足度調査等の情報を共有し、病院全体で患者満足度の向上に努める。 
患者満足度調査の手法も含めて抜本的に見直すとともに、患者ニーズを的確に把握し、課題等に対して適

切な改善策を講じる。 
また、現在、特に不満の多い「受付・診察の待ち時間」の短縮に向けて、各病院において以下の取組を進め

る。 
医療センターにおいては、診療予約時間に基づいて中央処置室での採血や採尿の受付時間を設定するなど

の混雑緩和の取組を進める。 
八幡病院においては、自動精算機・診察待ち順番表示設備の導入、問診・脈拍測定等の診察前実施に取り

組む。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
患者満足度調査結果（入院） ４．１点 ４．５点 ４．３点 ４．４点 
患者満足度調査結果（外来）  ３．８点 ４．５点 ４．１点 ４．３点 

※ 病院で入院・外来ごとにアンケートを実施。各項目について５段階で評価 
 
② 快適な院内環境の整備 

 ア 院内環境の改善により施設面や設備面での快適性の向上に取り組む。また、院内における連携機能や患者
支援センターの強化など、入退院支援の機能強化を推進する。 
○医療センターにおいては、婦人科、乳腺・甲状腺外科を中心とした女性専用病棟の充実等に取り組むほか、

患者支援センターの機能強化を推進する。 
 
○八幡病院においては、患者や家族がくつろげる中庭やファミリールーム等の施設・設備を適切に活用し、

より⼀層の快適性と利便性の向上に取り組むほか、患者支援センターの対象患者の拡⼤に取り組む。 

イ 患者や家族の利便性の向上に向けて、マイナンバー登録や会計後払いシステムの利用を促進するほか、様々
なＤＸを推進していく。 

また、退院や転院について、患者やその家族の支援機能の強化に取り組むため、メディカルソーシャルワ
ーカー、看護師、事務職員等の人員配置を強化する。 

 
③ 患者や市民への情報提供 

ア 診療内容や治療実績等の情報発信に積極的に取り組む。 
○ホームページや広報誌を通じて、診療内容や治療実績等を積極的に情報発信するとともに、ＳＮＳ等のソ

ーシャルメディアを積極的に活用する。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
広報誌発行回数 ４回 ２回 
SNS 等による情報発信回数 ４６回 ７５回 

イ 市⺠の健康増進に向けた取組みを進める。 
○市⺠公開講座や出前講座など、地域、行政や企業と連携した健康講座を展開する。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和４年度実績 
市⺠向け健康講座等開催回数 １回 ３回 

※ 市⺠向け健康講座等開催回数は、市⺠向けに実施した公開講座や出前講演等。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
患者満足度調査結果（入院） ３．９点 ４．２点 
患者満足度調査結果（外来） ３．６点 ４．０点 

※ 病院で入院・外来ごとにアンケートを実施。各項目について５段階で評価 
 
② 快適な院内環境の整備 

 ア 院内環境の改善により施設・設備面での快適性の向上に取り組む。 
 

○医療センターにおいては、消化器疾患全般について、内科・外科が連携し、よりシームレスで総合的な診
療を提供する消化器センターの開設や、婦人科、乳腺内分泌外科を中心とした女性専用病棟の開設等病棟
機能の集約化に取り組む。 

○八幡病院においては、患者や家族がくつろげる中庭やファミリールーム等新たに整備した施設・設備を適
切に活用し、より⼀層の快適性と利便性の向上に取り組む。 

イ 患者や家族の利便性の向上に向けて、自動精算機や診察待ち順番表示設備の導入等待ち時間短縮に向けた
取り組みを推進する。 

また、入退院センター等について、メディカルソーシャルワーカー、看護師、事務職員等の人員配置を強
化するなど、患者やその家族の支援機能の強化に取り組む。 

 
 
③ 患者や市民への情報提供 

ア （同左） 
 
 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
広報誌等発行回数 ８回 ８回 

 

イ 市⺠の健康増進に向けた取組みを進める。 

＜関連指標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 平成２９年度実績 
市⺠向け健康講座等開催件数 １３回 ３０回 

※ 市⺠向け健康講座等開催件数は、市⺠向けに実施した公開講座や出前講演等。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

(2) 地域医療機関等との連携 

ア 地域医療機関のニーズと役割を把握し、地域医療機関に信頼される病院を目指す。 
○地域医療機関への積極的な訪問を行い、ヒアリングの実施により、信頼の確保に努めるとともに、医療連

携室の機能強化により、急性期医療を要する患者の地域医療機関からの紹介と慢性・軽症患者の地域医療
機関への逆紹介を推進する。 

 ○（削除） 

 
＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
紹介割合 ８５．１％ ９５．０％ ７８．７％ ８５．０％ 
逆紹介割合 ４７．７‰ ５０．０‰ ９４．５‰ １００．０‰ 

※ 紹介割合、逆紹介割合は診療報酬の算出方法に基づき計算 
紹介割合＝（紹介患者数＋救急患者数）÷初診患者数×１００ 
逆紹介割合＝逆紹介患者数÷（初診患者数＋再診患者数）×１，０００ 

 
イ 地域医療支援病院として地域の医療機関との連携強化を図り、求められる役割を着実に果たす。 

○地域医療支援病院として、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用、開放病床の活用を通じて地
域医療を担うかかりつけ医等に対する支援を行う。 

○⼤腿骨近位部骨折や脳卒中については、地域医療機関との連携の下に策定した地域連携クリティカルパス
（北九州標準モデル）の使用拡⼤と普及に努める。 
また、がんについては、福岡県地域連携クリティカルパスの普及に努める。 

○地域の医療機関を対象に地域連携会を中心とした情報交換体制の充実を図る。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
共同利用件数（⾼額医療機器） １，３４０件 １，５００件 ６９８件 ７５０件 
共同利用件数（開放病床） ６３件 １００件 １９件 ２４件 
地域医療従事者研修実施回数 １０回 ― １４回 ― 
登録医療機関件数 ５７９件 ６００件 ２５０件 ２７５件 
地域医療連携会議参加人数 ９９人 ４００人 ０人 ４５０人 
紹介率 ８５．１％ ９５．０％ ７８．７％ ８５．０％ 
逆紹介率 ８８．５％ １００.０％ ９４．７％ １１０.０％ 

※ 紹介率及び逆紹介率は地域医療支援病院承認要件の算出方法に基づき計算 
  紹介率＝紹介患者数÷（初診患者数−救急車搬送初診患者数−時間外初診患者数）×１００ 
  逆紹介率＝逆紹介患者数÷（初診患者数−救急車初診搬送患者数−時間外初診患者数）×１００ 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

(2) 地域医療機関等との連携 

ア 地域医療機関のニーズと役割を把握し、地域医療機関に信頼される病院を目指す。 
○地域医療機関へのヒアリングやアンケートの実施により、信頼の確保に努めるとともに、医療連携室の機

能強化により、急性期医療を要する患者の地域医療機関からの紹介と慢性・軽症患者の地域医療機関への
逆紹介を推進する。 

○福岡県地域医療構想調整会議での議論や地域の医療機関のニーズを踏まえ、適切な機能分化・役割分担の
構築に努める。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
紹介率 ８６．６％ ９０．０％ ６７．１％ ７０．０％ 
逆紹介率 ６８．０％ ８０．０％ ９６．７％ １００．０％ 

※ 紹介率＝紹介患者数÷（初診患者数−救急車搬送初診患者数−時間外初診患者数）×１００ 
※ 逆紹介率＝逆紹介患者数÷（初診患者数−救急車初診搬送患者数−時間外初診患者数）×１００ 
 

 
イ 地域医療支援病院として求められる役割を着実に果たす。 

○地域医療支援病院として、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用を通じて地域医療を担うかか
りつけ医等に対する支援を行う。 

○⼤腿骨近位部骨折や脳卒中については、地域医療機関との連携の下に策定した地域連携クリティカルパス
（北九州標準モデル）の普及に努める。 
また、がんについては、福岡県地域連携クリティカルパスの普及に努める。 

○（同左） 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
共同利用件数（⾼額医療機器） １，４３３件 １，５００件 ７９８件 ９００件 
共同利用件数（開放病床） ５１件 ６０件 ７４件 １００件 
地域医療従事者研修実施回数 １２回 １２回 １２回 ２０回 
登録医療機関件数 ６１５件 ６２０件 ２２１件 ２３０件 
地域医療連携会議参加人数 ６４０人 ― ３７７人 ― 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

ウ 市立病院が⼀つの病院事業体として、効率的・効果的な病院運営を行うため、医療センターと八幡病院の
機能分化や連携を推進する。 
○医療提供機能の相互支援の充実に向けて、各病院の専門分野に関する知識の習得のため、医師を含めた多

職種における人事交流を推進する。 
○特に、市立病院の専門分野においては、相互に患者の紹介等を優先的に行う。 
○⾼度医療機器の共同利用や、診療・検査等における医療提供機能の相互支援に取り組む。 

 
(3) 地域医療における役割の推進 

ア 地域医療構想を踏まえ、各病院の果たすべき役割と機能について把握し、必要とされる医療を提供する。 
○福岡県地域医療構想調整会議での議論や地域の医療機関のニーズを踏まえ、医療圏全体として市⺠が必要

とする医療を提供できるよう、機能分化や連携強化について、引き続き周辺医療機関と協議を行う。 
○急性期医療を担う地域の基幹病院として、患者の状態の早期安定に向けた質の⾼い医療を提供する。 

イ 地域包括ケアシステムの構築に向け地域の医療機関との連携強化を図り、必要とされる医療を提供する。 
  ○紹介受診重点医療機関、地域医療支援病院として、紹介や逆紹介を通じた地域の医療機関との連携強化や

外来機能の明確化を図り、相互が機能を発揮する地域完結型医療の実現に取り組む。 
○急性期病床の効率的な病床運営に努めることで、地域全体での切れ目のない医療提供体制の構築に貢献し、

地域の医療水準の向上を推進する。 
 

５ 新興・再興感染症の感染拡大時への備え 

新型コロナウイルス感染症などの新興感染症及び再興感染症の感染拡⼤時には、市立病院として市内医療機
関の中核的な役割を果たすため、平時から新興・再興感染症の発生・拡⼤を想定し、感染症に対応できる職員
の育成や、両病院間で感染防護具等の備蓄、院内クラスター発生時の対応方針の共有などを行い、感染拡⼤時
に医療提供体制の移行を円滑に行えるよう備える。 

 
 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 収入増加・確保対策 

 

(1) 病床利用率の向上 

政策医療等に関する病床を除く⼀般病床については、法人全体の経常収支の⿊字（以下、「経常⿊字」という。）
を前提とした病床利用率の数値目標を設定し、その目標達成に向けて各病院全体で取り組む。 

また、病床利用率の数値目標の達成に向けて、診療科毎に数値目標を設定して全てのスタッフで共有するな
ど目標管理を徹底するとともに、地域医療機関との連携強化や救急患者の積極的な受入によって患者の確保に
努めるほか、適切なベッドコントロールにより経営の効率化を図りつつ、病床利用率の向上に取り組む。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

ウ （同左） 
 
 
 
 
 
 
（3）（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５（新設） 

 
 
 
 
 
 
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 収入増加・確保対策 

 

(1) 病床利用率の向上 

政策医療等に関する病床を除く⼀般病床については、法人全体の営業収支及び経常収支の⿊字化を前提とし
た病床利用率の数値目標を設定し、その目標達成に向けて各病院全体で取り組む。 

また、病床利用率の数値目標の達成に向けて、診療科毎に数値目標を設定して全てのスタッフで共有するな 
ど目標管理を徹底するとともに、地域医療機関との連携強化や救急患者の積極的な受入によって患者の確保に
努めるほか、ベッドコントロールの効率化による病床利用率の向上に取り組む。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

○医療センターにおいては、クリニカルパスの拡充、早期リハビリテーションの実施等によって回転率の向
上、適切なベッドマネジメントに取り組むとともに、ベッドコントロール室の強化を図り、効率的な病床
運営を行う。 
また、外来予約センターの活用による外来診察の原則予約制を継続する等、地域医療機関との連携強化に
よって、急性期医療を必要とする患者の受入と急性期を脱した患者の地域医療機関へのシフトを促進する
ことにより、患者の確保に努める。 

○八幡病院においては、地域医療連携室を中心とした営業活動強化や院内の広報担当部署の整備強化により、
新規入院患者の獲得に取り組む。 
また、救急科医師の増員による救急車受け入れ態勢の強化や小児救急・小児総合医療センターにおける専
門医療の充実、地域のニーズを踏まえた消化器・肝臓病センターや心不全センターの運営等、市⺠に求め
られる医療の提供を通じて、患者の確保に努める。 
その上でベッドコントロールの効率化を適切に実施する仕組みづくりを行う。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
病床利用率（全体） ７２．３％ ８２．９％ ６８．１％ ９０．０％ 
〃（感染症・周産期除く） ８７．８％ ９０．５％ ― ― 
外来患者数（１日あたり） １，０２３人 ９９０人 ４５０人 ５７６人 
入院患者数（１日あたり） ３９９人 ４２６人 ２１２人 ２８１人 
手術件数 ３，６７４件 ― ２，０３７件 ― 
平均在院日数 １１．８日 １１．５日 １０．９日 １０．０日 

※ 病床利用率は総務省による公立病院決算の算出方法（年延入院患者数÷年延病床数 ×100）に基づき計算 
※ 病床利用率の実績については、医療センター５２２床、八幡病院３１２床をベースに算定している。 
※ 病床利用率の目標については、医療センター５１４床、八幡病院３１２床をベースに、令和５年度決算見込の収支を基に

算定しており、今後の病床数や収支の状況によって数値が変動する可能性がある。 
 
 

(2) 適切な診療報酬の確保 

ア 複雑化する診療報酬制度に対応し、診療行為に対する診療報酬を適切に確保するため、専門的知識・経験
を有する事務職員をプロパー職員として計画的に採用するとともに、診療情報管理士の資格取得等による事
務職員の育成に努めるなど、医療事務の処理能力の強化に取り組む。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
市派遣職員比率  ２５．８％ １５．６％  ２９．６％ １０．０％ 

※ 市派遣職員比率＝市派遣職員数（事務職員）÷正規事務職員数 
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旧 

○医療センターにおいては、クリニカルパスの整備、早期リハビリテーションの実施等によって在院日数の
短縮に取り組むとともに、副院⻑をトップとして病棟看護師⻑がベッドコントロールを行う病床マネジメ
ントのための管理体制を構築する。 
また、外来診察の完全予約制の導入を検討する等、地域医療機関との連携強化により、急性期医療を必要
とする患者の受入と急性期を脱した患者の地域医療機関へのシフトを促進することにより、患者の確保に
努める。 

○八幡病院においては、ＤＰＣデータ等に基づくベッドコントロールの効率化や多職種による退院 支援体制
の強化に取り組む。 
また、小児救急・小児総合医療センターにおける専門医療の充実、地域のニーズを踏まえた消化器・肝臓
病センターや心不全センターの運営等、市⺠に求められる医療の提供を通じて、患者の確保に努める。 

 
 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
病床利用率（全体） ７５．５％ ８５．５％ ７３．８％ ８９．６％ 
〃（感染症・周産期除く） ８０．５％ ９２．０％ ― ― 
外来患者数 ２６４，２６４人 ２５８，００５人 １３０，１９１人 １３９，７４８人 
入院患者数 １６１，２５３人 １６３，３４９人  ８４，３４５人 １０２，３３０人 
手術件数 ３，７０９件 ― １，４６９件 ― 
平均在院日数 １４．７日 １４．７日 １０．２日 １０．２日 

※ 病床利用率＝１日当たり入院患者数÷病床数×１００ 
※ 病床利用率の実績については、医療センター５８５床、八幡病院３１３床をベースに算定している。 
※ 病床利用率の目標については、これまでの各病院の稼働状況等を踏まえ、医療センター５２２床、八幡病院３１２床をベ

ースに、平成３０年度決算見込の収支をもとに算定しており、今後の病床数や収支の状況によって数値が変動する可能性
がある。 

 
(2) 適切な診療報酬の確保 

ア （同左） 
 

 
＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
市派遣職員比率   １００％ ３９．１％ １００％ ５２．６％ 
査定減比率 ０．６９％ ０．４９％ ０．５１％ ０．４３％ 

※ 市派遣職員比率＝市派遣職員数（事務職員）÷正規事務職員数 
※ 査定減比率＝査定減金額÷診療報酬請求金額 
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新 

イ 全職員が診療報酬制度への理解を深めるため、経営状況や診療報酬制度等に関する職員説明会等の実施に
取り組むとともに、医療環境の変化や患者の動向等を迅速かつ的確に把握・分析し、診療機能の強化につな
がる施設基準の取得等、効果的な経営戦略を企画・立案するため、法人全体の事務処理体制の強化に取り組
む。 

また、診療報酬の請求漏れや減点の防止に努めるとともに、未収金の発生防止や新たな未収金回収策の検
討など、適切な診療報酬の確保に向けて不断に取り組む。 

特に、医療費徴収にあたっては、納付資力があるにもかかわらず、納付しない滞納者に対して法的措置な
どを厳正に実施する。 

＜関連指標及び目標＞ 
項 目 

 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
医療費徴収率 ９９．７％ ９９．７％ ９９．６％ ９９．７％ 
査定減比率 ０．３９％ ０．３０％ ０．３５％ ０．３０％ 

※ 医療費徴収率＝収入予定額（現年分＋滞納繰越分）÷診療報酬請求額（現年分＋滞納繰越分） 
※ 査定減比率＝査定減金額÷診療報酬請求金額 

 
２ 経費節減・抑制対策 

(1) コスト節減の推進 

 ア コスト節減に向けて、地方独立行政法人制度の特⻑をいかした柔軟で多様な契約制度の更なる推進に取り
組む。 

契約制度については、医療機器等の調達保守⼀体契約、機器設備や業務委託の複数年契約の推進、医薬品
や診療材料調達に係る価格交渉の徹底等に取り組む。 

また、コスト節減に向けて、後発医薬品の使用促進に取り組む。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和１０年度目標 令和４年度実績 令和１０年度目標 
後発医薬品使用割合 ９２．９％ ９０．０％ ９０．４％ ９０．０％ 

※ 後発医薬品使用割合＝後発医薬品の数量÷（後発医薬品がある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量） 
 

イ 法人全体で業務の抜本的な見直しに取り組む。 
コスト削減に向けて、専任職員の配置による調達部門における体制強化等に取り組むとともに、業務委託

や物品調達等については、内容を精査し、両病院に最適な契約等を検討する。 
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旧 

イ 全職員が診療報酬制度への理解を深めるため、経営状況や診療報酬制度等に関する職員説明会等の実施に
取り組むとともに、医療環境の変化や患者の動向等を迅速かつ的確に把握・分析し、診療機能の強化につな
がる施設基準の取得等、効果的な経営戦略を企画・立案するため、法人全体の事務処理体制の強化に取り組
む。 

また、診療報酬の請求漏れや減点の防止に努めるとともに、未収金の発生防止や効果的な回収策を講じる
など、適切な診療報酬の確保に向けて不断に取り組む。 

特に、医療費徴収にあたっては、納付資力があるにもかかわらず、納付しない滞納者に対して法的措置な
どを厳正に実施する。 

＜関連指標及び目標＞ 
項 目 

 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
医療費徴収率 ９９．７％ ９９．８％ ９９．４％ ９９．５％ 

※ 医療費徴収率＝収入予定額（現年分＋滞納繰越分）÷診療報酬請求額（現年分＋滞納繰越分） 
 
 
 
２ 経費節減・抑制対策 

(1) コスト節減の推進 

 ア コスト節減に向けて、地方独立行政法人制度の特⻑を活かした柔軟で多様な契約制度の導入に取り組む。 
契約制度については、医療機器等の調達保守⼀体契約の導入、器械設備や業務委託の複数年契約の推進、

医薬品や診療材料調達に係る価格交渉の徹底等に取り組む。 
また、コスト節減に向けて、後発医薬品の採用品目数の増加に取り組む。 

 
＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
後発医薬品採用率 ８４．０％ ９０．０％ ８６．７％ ９０．０％ 

※ 後発医薬品採用率＝採用後発医薬品の数量÷後発医薬品が存在する医薬品の数量×１００ 
 

イ 法人全体で業務の抜本的な見直しに取り組む。 
コスト削減に向けて、専任職員の配置による調達部門における体制強化や医療機器管理への専門技術者の

配置等の組織体制の強化に取り組むとともに、清掃や警備等の業務委託や物品調達等については、医療セン
ターと八幡病院で契約の⼀本化を推進する。 
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新 

(2) 医療機器等の有効活用及び計画的な整備 

ア 医療機器等については、モニタリングによる稼働状況の把握等により、費用対効果等を勘案して稼働率の
向上に努める。 
○各病院の臨床工学課において、臨床工学技士等を中心に機器の中央管理を行うなど、医療機器等の計画的

かつ効率的な運用を行う。 

イ 医療機器をはじめとする⾼額な機器設備や情報システム等の新規導入や更新にあたっては、法人全体で効
率的かつ計画的に取り組む。 

 ○中期目標期間中の経常⿊字を前提とした中⻑期的な購入計画を作成し、⾼額な医療機器等の計画的な導入・
更新を実施する。 

○電⼦カルテの共通化をはじめ、両病院で採用する医療機器等の規格の統⼀により、医療の質や患者サービ
スの向上及びコスト削減につながる取組みを推進する。 

 

３ 自立的な業務運営体制の構築 

(1) マネジメント体制の確立 

ア 病院経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応していくため、理事⻑のリーダーシップの下、理事
会を中心とした意思決定機関を適切に運用し、主体的かつ機動的な意思決定を行う。 
○自立的なマネジメント体制の確立に向けて、理事⻑等の役員で構成する理事会の他、法人本部と両病院の

幹部職員で構成する経営本部会議等を定期的に開催する。 
○法人本部と各病院の権限と責任を明確にし、組織目標、部門別目標の設定による目標管理を徹底する。 
○病院経営を担う法人本部・事務局組織の体制強化に向けて、経営企画部門の機能強化、病院経営戦略に精

通した⺠間人材の登用や先進的な病院の経営事例導入の検討、ジョブローテーション等による幹部人材の
育成に取り組む。 

イ 各病院において、院⻑以下、全ての職員が⼀丸となって病院運営にあたることができる組織⾵⼟づくりに
取り組む。 

  また、組織⾵⼟づくりに当たっては、特に、病院運営に関する医師の意識改革に取り組む。 
○病院全体の組織目標、診療科や課単位の部門別目標を明確にし、全ての職員が組織や部門別の目標を踏ま

えた目標管理ができるよう実効性のある目標管理体制の構築に取り組む。 
○病院職員全体の情報共有に向けて、法人全体の事業概要等の作成により、病院運営や経営状況等を全ての

職員に周知するとともに、職員による病院運営に関する提言等が法人・病院幹部に伝わるような仕組みづ
くりに取り組む。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

(2) 医療機器等の有効活用及び計画的な整備 

ア 医療機器等については、モニタリングによる稼働状況の把握等により、費用対効果等を勘案して稼働率の
向上に努める。 
○また、医療機器等の計画的かつ効率的な運用に向けて、臨床工学技士等を配置した医療機器管理部門の設

置、医療機器等の配置状況や稼働率を可視化できるシステムの導入等を検討する。 

イ 医療機器をはじめとする⾼額な機械設備や情報システム等の新規導入や更新にあたっては、法人全体で効
率的かつ計画的に取り組む。 

 ○磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置（ＭＲＩ）やＸ線コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）等の⾼額な機械
設備や電⼦カルテ等の情報システム等については、中⻑期の新規導入・更新計画を作成する。 
また、電⼦カルテの共通化をはじめ、両病院で採用する医療機器等の規格の統⼀により、医療の質や患者
サービスの向上及びコスト削減につながる取組みを推進する。 

 
３ 自立的な業務運営体制の構築 

(1) マネジメント体制の確立 

ア 病院経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応していくため、理事⻑のリーダーシップの下、理事
会を中心とした主体的かつ機動的な意思決定システムを構築する。 
○自立的なマネジメント体制の確立に向けて、理事⻑等の役員で構成する理事会の他、両病院の幹部職員で

構成する経営本部会議等を設置する。 
○（同左） 
○病院経営を担う法人本部・事務局組織の体制強化に向けて、企画経営部門の機能強化、病院経営に精通し

た⺠間人材の登用や医療経営コンサルタントの活用、ジョブローテーションによる幹部人材の育成に取り
組む。 

イ （同左） 
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新 

(2) 職員の経営意識の向上 

ア 職員の経営感覚を⾼めるため、病院を取り巻く医療環境の変化や経営状況をリアルタイムで提供し、計画
の達成状況の周知に取り組むほか、職員を対象とした外部講師による講演会の開催や外部の研修会への参加
促進などにより職員の経営意識の向上に努める。 

イ 職員自らが業務改善に積極的に取り組めるよう、職員提案制度の充実、アンケート・ヒアリングの実施、
職員と病院幹部の交流の促進等により職員の声を聴く取り組みや、職員の提案を実現させるための仕組みづ
くりに取り組む。 

 
(3) 法令・行動規範の遵守等 

ア 公立病院として、市⺠の信頼を確保するため医療法（昭和２３年法律第２０５号）をはじめとする関係法
令を遵守するとともに、法人職員としての行動規範と倫理を確立する。 

法令・行動規範の遵守にあたっては、関係内部規定を整備し適切に運用するとともに、コンプライアンス
に関する職場研修を定期的に実施する。 

ハラスメント防止にあたっては、人事の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を担保でき
るよう、研修の充実や啓発事業の実施など、ハラスメントの未然防止に向けて取り組む。また、内部相談窓
口のほか、外部弁護士による相談窓口の設置など、引き続き、職員が相談しやすい環境づくりに努めるとと
もに、ハラスメント事案に対して厳正に対処する。 

また、診療情報に関する個人情報については、保護とセキュリティの確保等に努める。 

イ ガバナンス強化の観点から、役員及び職員の不正防止に向けて地方独立行政法人法に基づく、内部統制の
仕組みを整備するとともに、市立病院にふさわしい行動規範・倫理を遵守するための制度を確立する。 

 
４ 職場環境の充実 

 ア 働き方改革の観点から、病院の実態に即して、職員が働きやすく、⻑く働き続けることができる職場環境
づくりに努める。 
 
 
○地方独立行政法人制度の特⻑をいかした法人固有の人事給与制度の構築に向けて、病院経営に対する貢献

度合を評価したインセンティブ制度の充実を図るとともに、人事評価制度のあり方や、看護職の変則２交
代などの柔軟な勤務形態の導入等について検討するほか、院内保育所の更なる活用等、⼦育てや介護が必
要な職員が働きやすい職場環境づくりに努める。 

○働き方改革の観点から、医師・看護師の負担軽減のため、事務作業補助者の配置、病棟への薬剤師の配置
や手術室への臨床工学技士の配置、医療業務のタスクシフティング等に取り組むとともに、時間外勤務の
削減や有給休暇が取得しやすい職場にするため、人員配置や業務の見直し等に取り組む。 
また、ワークライフバランスの確保、職員の健康保持に取り組む。  
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

(2) 職員の経営意識の向上 

ア 職員の経営感覚を⾼めるため、病院を取り巻く医療環境の変化や経営状況をリアルタイムで提供し、計画
の達成状況の周知に取り組むほか、職員を対象とした外部講師による講演会の開催などにより職員の経営意
識の向上に努める。 

イ （同左） 
 
 

 
 
(3) 法令・行動規範の遵守等 

ア 公立病院として、市⺠の信頼を確保するため医療法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、法人職
員としての行動規範と倫理を確立する。 

法令・行動規範の遵守にあたっては、関係内部規定を整備し適切に運用するとともに、コンプライアンス
に関する職場研修を定期的に実施する。 

ハラスメント防止にあたっては、人事の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を担保でき
るよう、基準を整備した上で職員に周知し、厳正に対処する。 

また、診療情報に関する個人情報については、保護とセキュリティの確保等に努める。 
 
 

イ ガバナンス強化の観点から、役員及び職員の不正防止に向けて地方独立行政法人法に基づく、内部統制の
仕組みを整備するとともに、市立病院にふさわしい行動規範・倫理を遵守するための制度を構築する。 

 
４ 職場環境の充実 

 ア 働き方改革の観点から、病院の実態に即して、職員が働きやすく、⻑く働き続けることができる職場環境
づくりに努める。 

   また、職場環境の充実に向けた具体策の検討にあたっては、職員で構成するプロジェクトチームを編成す
る。 
○地方独立行政法人制度の特⻑を活かした法人固有の人事給与制度の構築に向けて、病院の業績が特に良好

な場合の賞与の支給や職員の業績を反映した昇給制度を導入するとともに、人事評価制度のあり方や、柔
軟な勤務形態の導入等について検討するほか、院内保育所の充実等、⼦育てや介護が必要な職員が働きや
すい職場環境づくりに努める。 

○働き方改革の観点から、医療スタッフの負担軽減のため、医師や看護師の事務作業補助者の配置、病棟へ
の薬剤師の配置や手術室への臨床工学技士の配置、医療業務のタスクシフティング等に取り組むとともに、
時間外勤務の削減や有給休暇が取得しやすい職場にするため、人員配置や業務の見直し等に取り組む。 
また、ワークライフバランスの確保、職員の健康保持に取り組む。 



37 
 

地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

イ 職員のやりがいや満足度の向上に向けて、職員満足度調査を実施するとともに、職員研修や職員提案制度
の充実、人事評価制度の見直しなどに取り組む。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
法人本部・看護専門学校 医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和 10 年度目標  令和４年度実績 令和 10 年度目標  令和４年度実績 令和 10 年度目標  
職員満足度調査結果 ３．３点 ３．５点 ３．０点 ３．４点 ３．０点 ３．４点 
看護師の離職率 ― ― ８．１％ ― ８．８％ ― 

※ 全職員を対象にアンケートを実施。各項目について５段階で評価 
※ 看護師の離職率＝当年度退職者数÷当年度平均常勤職員数（（年度当初数＋年度末数）÷２）×１００ 

 
 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 財務基盤の安定化 

ア 政策医療を着実に提供しつつ、地方独立行政法人制度の特⻑をいかした効率的な病院運営を行うことによ
り、財務基盤を安定化させる。 

財務基盤の安定化に当たっては、経営課題を明確にし、中⻑期的な収支管理に取り組むとともに、月次決
算等の経営情報をきめ細かく把握し、部門別の目標達成状況の分析を行うことにより、経営情報を法人全体
で共有する。 

また、そうした情報を法人全体で共有するとともに、部門ごとの目標達成状況を適宜確認するなど、目標
管理による病院運営体制を確立する。 

イ 中期目標の期間における経常⿊字を実現する。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
法人全体 医療センター 八幡病院 

令和４年度実績 令和 10 年度目標 令和４年度実績 令和 10 年度目標 令和４年度実績 令和 10 年度目標 

経常収支比率 105.0％ 100.6％ 106.3％ 102.7％ 108.2％ 103.1％ 
修正医業収支比率 81.6％ 97.3％ 90.6％ 101.1％ 65.3％ 89.5％ 
材料費の対修正医業収益比率  31.0％ 28.4％ 34.7％ 32.4％ 21.5％ 19.8％ 
入院単価 70,772 円 79,397 円 74,285 円 85,500 円 64,529 円 70,139 円 
外来単価 23,005 円 23,034 円 26,103 円 28,283 円 15,674 円 14,012 円 

※ 経常収支比率＝経常収益÷経常費用×１００ 
※ 修正医業収支比率＝（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷医業費用 
※ 医療センターと八幡病院には、法人本部、看護専門学校の収支は含まない。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

イ （同左） 
 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
医療センター 八幡病院 

平成２９年度実績 令和５年度目標 平成２９年度実績 令和５年度目標 
看護師の離職率 ７．５％ ８．１％以下 ８．５％ ８．１％以下 

※ 看護師の離職率＝当年度退職者数÷当年度平均常勤職員数（（年度当初数＋年度末数）÷２）×１００ 

 

 
 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 財務基盤の安定化 

ア （同左） 
 
 
 
 
 
 

イ 中期目標期間における営業収支及び経常収支の⿊字化を実現する。 

＜関連指標及び目標＞ 

項 目 
法人全体 医療センター 八幡病院 

平成 29 年度実績  令和 5 年度目標 平成 29 年度実績  令和 5 年度目標 平成 29 年度実績 令和 5 年度目標 

営業収支比率 − 100.3％ − 102.6％ − 100.9％ 
経常収支比率 96.5％ 100.7％ 97.5％ 103.2％ 101.0％ 101.3％ 

※ 営業収支比率＝営業収益÷営業費用×１００ 
※ 経常収支比率＝経常収益÷経常費用×１００ 
※ 医療センターと八幡病院には、法人本部、看護専門学校の収支は含まない。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

ウ 中期目標の期間における各年度の収支計画及び目標数値の見通しを立てる。 
 
エ ⼤規模な設備投資等に伴う資金の借入れや返済等、⻑期的な資金収支の均衡を図る。 

○⼤規模な設備投資等については、資金の借入れや返済等、⻑期的な資金収支に影響を与えることから、単
年度実質収支の均衡、必要な年度末資金剰余の確保等に努める。 

 
 
２ 運営費負担金のあり方 

法人としては、可能な限り自立した経営に努めることとするが、財務基盤の安定化に向けて医療センターと
八幡病院の役割である政策医療の実施にかかる費用等については、国の基準に基づいて市の運営費負担金が適
切に交付されるよう、市の支援を求めていく。 

 
第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 

１ 看護専門学校の運営 

ア 地域の看護師養成機関として、優秀な人材の育成に取り組む。 
○市立病院との⼀体的運営という利点をいかし、講義や臨地実習等において、相互協力することにより、臨

床看護及び教育の質を向上させる。 
○地域の看護職の教育に貢献するため、可能な限り学校施設・設備及び教材の開放に努める。 
○優秀な看護学生の確保に向けて、学生や社会人を対象としたオープンキャンパスを実施するとともに、学

校訪問や説明会の開催等に取り組む。 
○看護師の定着に向けて、卒業生に対するフォローアップ事業に取り組む。 

イ 教育の質を確保しつつ、効率的な運営に努める。 
○教員については、市立病院看護部との人事交流により、看護教育に適性の⾼い人材の配置・育成に取り組

む。 
○教育環境の整備や学習教材の充実等に取り組むとともに、奨学金制度や授業料等、学生による費用負担の

あり方について検討する。 

＜関連指標及び目標＞ 
項 目 令和４年度実績 令和１０年度目標 

卒業生の就職・進学率 １００％ １００％ 
※ 卒業生の就職・進学率＝（看護師就職者数＋進学者数）÷卒業者数×１００ 

 
ウ 将来的な看護専門学校のあり方については、市内の看護師の需給状況や関係機関の動向を踏まえ、市と法

人で十分協議する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

（新設） 
 
ウ ⼤規模な設備投資等に伴う資金の借入れや返済等、⻑期的な資金収支の均衡を図る。 

○（同左） 
 

 
 
２ （同左） 

 
 
 
 
第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 

１ 看護専門学校の運営 

ア （同左） 
 
 
 
 
 
 

イ 教育の質を確保しつつ、効率的な運営に努める。 
○（同左） 
 
○教育環境の整備や学習教材の充実等に取り組むとともに、卒業生の市内就職率の向上に向けて、奨学金制

度や授業料等、学生による費用負担のあり方について検討する。 

＜関連指標及び目標＞ 
項 目 平成２９年度実績 令和５年度目標 

卒業生の市内就職率 ８１．６％ ８３．６％ 
※ 卒業生の市内就職率＝北九州市内就職者数÷就職者数×１００ 

 
ウ （同左） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

２ 施設・設備の老朽化対策 

ア ⼤規模な投資が必要な事案については、将来的な政策医療の提供体制に関する検討結果等を踏まえる必要
があることから、市と十分協議する。 

イ 医療センターについては、建築後３０年以上を経過し著しく老朽化していることから、建替えに要する期
間が⻑期間となること等を考慮し、早急に建て替えを含め広く検討する。 

検討に際しては、今後担うべき市立病院の役割や機能について、将来の人口減少や少⼦⾼齢化の更なる進
展といった医療需要の変化を踏まえつつ、市と十分に連携を図りながら協議を進める。 
○検討の基本となる医療センターのあり方については、求められる適切な機能や規模について、外部有識者

を含めた検討会等を市と共同で設置し、地域医療構想や地域における同病院の果たすべき役割を踏まえつ
つ、市と十分に連携を図りながら協議を進める。 

○特に周産期医療、感染症医療や災害時における医療等の政策医療に関わる事案については、市全体で検討
される将来的なあり方を踏まえる必要があるため、市と緊密に連携しながら市全体の枠組みの中でその実
施体制を検討する。 

 
３ デジタル化への対応 

ア 電⼦カルテ、マイナンバーカードの健康保険証利用等の各種情報システム等を活用し、医療の質の向上や
病院経営の効率化を図る。 
○ＡＩやＲＰＡを活用した業務の効率化など、医療分野におけるＤＸを推進し、医療の質を⾼めるとともに

働き方改革の推進を図る。 
○電⼦カルテの共通化をはじめ、両病院で採用する医療機器等の規格の統⼀やペーパーレス化などにより、

医療の質や患者サービスの向上及びコスト削減につながる取組みを推進する。 
○マイナンバーカードによる健康保険証の資格確認など、医療分野におけるマイナンバーカード・マイナポ

ータル等の個人認証基盤を活用した取組を推進する。 

イ 患者に対し、マイナンバーカードの健康保険証利用促進に取り組む。 
 

４ 市政への協力 

ア 市が進める保健・医療・福祉・介護に関する施策については、積極的な役割を果たす。 

イ 災害発生時やその他の緊急時の医療提供体制については、北九州市地域防災計画や北九州市災害対策本部
の決定等に基づき、北九州市医師会と連携し、適切な役割を果たす。 

ウ その他市からの協力要請については、積極的に対応する。 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

旧 

２ 施設・設備の老朽化対策 

建築後２５年以上を経過している医療センターの老朽化対策については、法人内部での検討を開始する。 
その際、周産期医療、感染症医療や災害時における医療等の政策医療については、市全体で検討される将来

的なあり方を踏まえる必要があり、市と緊密に連携しながら市全体の枠組みの中でその実施体制を検討する。 
なお、医療センターの老朽化対策を含めた⼤規模な投資が必要な事案については、市と十分協議しながら取 

組を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ （新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 市政への協力 

ア 地域包括ケアシステムの構築や、障害者医療への支援体制づくりなど、市が進める保健・医療・福祉・介
護に関する施策については、積極的な役割を果たす。 

イ （同左） 

ウ （同左） 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構 第２期中期計画（最終案） 新旧対照表 

新 

第６ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 
１ 予算（令和６年度から令和１０年度まで）                   単位：（百万円） 

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 
収入 33,117 33,173 33,487 33,879 36,418 
 営業収益 31,288 31,999 32,233 32,703 32,712 

 医業収益 28,280 28,620 28,885 29,373 29,639 
運営費負担金収益 2,877 3,253 3,223 3,205 2,947 
補助金収益 67 63 63 63 63 
その他 63 63 63 63 63 

営業外収益 489 493 491 488 484 
 運営費負担金収益 53 56 54 51 48 

その他営業外収益 437 437 437 437 437 
臨時利益 0 0 0 0 0 
資本収入 1,340 681 763 688 3,221 
 ⻑期借入金 1,309 650 732 657 3,191 

その他資本収入 31 31 31 31 31 
支出 33,564 33,581 33,769 33,569 36,192 
 営業費用 30,358 30,441 30,449 30,513 30,547 

 医業費用 29,502 29,580 29,589 29,653 29,688 
 給与費 15,411 15,443 15,427 15,413 15,399 

材料費 9,063 9,104 9,128 9,208 9,255 
経費 4,919 4,923 4,923 4,923 4,923 
その他 109 111 111 111 111 

⼀般管理費 650 653 653 653 652 
 給与費 370 371 371 370 370 

経費 269 269 269 269 269 
その他 11 13 13 13 13 

その他 206 208 207 207 207 
営業外費用 413 425 418 410 397 
臨時損失 5 5 5 5 5 
資本的支出 2,788 2,709 2,897 2,641 5,243 
 建設改良費 1,462 797 847 740 3,274 

償還金 1,300 1,886 2,024 1,875 1,943 
その他支出 26 26 26 26 26 

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは⼀致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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第６ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算（令和元年度から令和５年度まで）                単位：（百万円） 
区 分 金 額 

収入 １３９，０７４ 
 営業収益 １３２，５８１ 

 医業収益 １１６，５６１ 
運営費負担金収益 １５，５３２ 
補助金収益 １８６ 
その他 ３０２ 

営業外収益 １，５５２ 
 運営費負担金収益 ３８２ 

その他営業外収益 １，１６９ 
臨時利益 ０ 

資本収入 ４，９４１ 
 ⻑期借入金 ４，９４１ 

その他資本収入 ０ 
支出 １３８，１６１ 
 営業費用 １２１，６３８ 

 医業費用 １１８，３７６ 
 給与費 ６８，２４０ 

材料費 ３１，５４９ 
経費 １８，０１３ 
その他 ５７４ 

⼀般管理費 ２，５６８ 
 給与費 ９７１ 

経費 １，５８９ 
その他 ８ 

その他 ６９４ 
営業外費用 １，０３４ 
臨時損失 ０ 
資本的支出 １５，４９０ 
 建設改良費 ４，９４４ 

償還金 １０，３４６ 
その他支出 ２００ 

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは⼀致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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 〇人件費の見積もり総額 

期間中総額７９，６７９百万円を見込む。 
なお、該当金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当する

ものである。 
〇運営費負担金の算出基準（考え方） 

感染症医療、周産期医療、小児救急を含む救急医療及び災害時における医療等の政策医療の提供に要する
経費等については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出す
る。 

また、建設改良費及び⻑期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金等については、経常費助成のた
めの運営費負担金とする。 

 
２ 収支計画（令和６年度から令和１０年度まで）                （単位：百万円） 

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 
収益の部 31,812 32,527 32,759 33,226 33,232 
 営業収益 31,349 32,061 32,295 32,765 32,774 

 医業収益 28,236 28,576 28,840 29,328 29,594 
運営費負担金収益 2,877 3,253 3,223 3,205 2,947 
補助金等収益 63 63 63 63 63 
資産見返負債戻入 110 106 106 106 106 
その他 63 63 63 63 63 

営業外収益 463 466 464 461 458 
 運営費負担金収益 53 56 54 51 48 

その他営業外収益 410 410 410 410 410 
臨時利益 0 0 0 0 0 

費用の部 33,107 33,005 32,947 32,896 33,023 
 営業費用 32,707 32,588 32,538 32,494 32,634 

 医業費用 30,512 30,363 30,298 30,270 30,401 
 給与費 15,445 15,427 15,412 15,397 15,384 

材料費 8,240 8,278 8,300 8,372 8,415 
経費 4,512 4,512 4,512 4,512 4,512 
減価償却費 2,209 2,039 1,968 1,882 1,983 
その他 107 107 107 107 107 

⼀般管理費 691 698 706 679 680 
その他 1,504 1,528 1,533 1,545 1,553 

営業外費用 394 411 405 396 383 
臨時損失 5 5 5 5 5 

純利益 ▲1,294 ▲478 ▲188 331 209 
（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは⼀致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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〇人件費の見積もり総額 

期間中総額６９，２１１百万円を見込む。 
なお、該当金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当する

ものである。 
〇（同左） 

 
 
 
 
 

 
２ 収支計画（令和元年度から令和５年度まで）              （単位：百万円） 

区 分 金 額 
収益の部 １３４，０３５ 
 営業収益 １３２，５４９ 

 医業収益 １１６，３６６ 
運営費負担金収益 １５，５３２ 
補助金等収益 １８６ 
資産見返負債戻入 １８３ 
その他 ２８２ 

営業外収益 １，４８７ 
 運営費負担金収益 ３８２ 

その他営業外収益 １，１０４ 
臨時利益 ０ 

費用の部 １３３，６６０ 
 営業費用 １３２，６３０ 

 医業費用 １２９，３８０ 
 給与費 ６８，１８６ 

材料費 ２９，２０５ 
経費 １６，８４４ 
減価償却費 １０，７５７ 
その他 ４，３８８ 

⼀般管理費 ２，６０４ 
その他 ６４６ 

営業外費用 １，０２９ 
臨時損失 ０ 

純利益 ３７６ 
（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは⼀致していないものがある。 
（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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３  資 金 計 画 （ 令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 １ ０ 年 度 ま で ）          （単位：百万円） 

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

資金収入 38,048 37,656 37,562 37,672 40,520 
 業務活動による収入 31,777 32,492 32,724 33,191 33,196 

 診療業務による収入 28,280 28,620 28,885 29,373 29,639 
運営費負担金による収入 2,930 3,309 3,277 3,256 2,995 
補助金等による収入 63 63 63 63 63 
その他の業務活動による収入 503 499 499 499 499 

投資活動による収入 31 31 31 31 31 
 運営費負担金による収入 − − − − − 

その他の投資活動による収入 31 31 31 31 31 
財務活動による収入 1,309 650 732 657 3,191 
 ⻑期借入金による収入 1,309 650 732 657 3,191 

その他の財務活動による収入 − − − − − 
前事業年度からの繰越金 4,931 4,484 4,076 3,793 4,103 

資金支出 38,048 37,656 37,562 37,672 40,520 
 業務活動による支出 30,776 30,872 30,873 30,928 30,949 

 給与費支出 15,781 15,814 15,798 15,783 15,769 
材料費支出 9,063 9,104 9,128 9,208 9,255 
その他の業務活動による支出 5,932 5,954 5,947 5,938 5,925 

投資活動による支出 1,488 823 873 766 3,299 
 有形固定資産の取得による支出 1,462 797 847 740 3,274 

その他の投資活動による支出 26 26 26 26 26 
財務活動による支出 1,300 1,886 2,024 1,875 1,943 
 ⻑期借入金の返済による支出 602 1,185 1,342 1,239 1,310 

移行前地方債償還債務の償還による支出 698 701 682 636 633 
その他の財務活動による支出 − − − − − 

翌事業年度への繰越金 4,484 4,076 3,793 4,103 4,328 
（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは⼀致していないものがある。 
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３  資 金 計 画 （ 令 和 元 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で ）        （単位：百万円） 

区 分 金 額 
資金収入 １４１，４７０ 
 業務活動による収入 １３４，１３３ 

 診療業務による収入 １１６，５６１ 
運営費負担金による収入 １５，９１４ 
補助金等による収入 １８６ 
その他の業務活動による収入 １，４７２ 

投資活動による収入 ０ 
 運営費負担金による収入 ０ 

その他の投資活動による収入 ０ 
財務活動による収入 ４，９４１ 
 ⻑期借入金による収入 ４，９４１ 

その他の財務活動による収入 ０ 
北九州市からの繰越金 ２，３９６ 

資金支出 １４１，４７０ 
 業務活動による支出 １２２，６７１ 

 給与費支出 ６９，２１１ 
材料費支出 ３１，５４９ 
その他の業務活動による支出 ２１，９１１ 

投資活動による支出 ４，９４４ 
 有形固定資産の取得による支出 ４，９４４ 

その他の投資活動による支出 ０ 
財務活動による支出 １０，５４６ 
 ⻑期借入金の返済による支出 １，１８２ 

移行前地方債償還債務の償還による支出 ９，１６３ 
その他の財務活動による支出 ２００ 

次期中期目標の期間への繰越金 ３，３０９ 
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第 ７  短 期 借 入 金 の 限 度 額  

 

１  限 度 額  

５，０００百 万 円  

 

２  想 定 さ れ る 短 期 借 入 金 の 発 生 事 由  

ア 業績手当（賞与）の支給等による⼀時的な資金不足への対応 
 イ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 
 
 
第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

 
  なし 
 
 

第９ 重要な財産の譲渡又は担保に供する計画 

 
  なし 
 
 

第 10 剰余金の使途 

 
  決算において剰余金を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、人材育成及び能力開発のための研

修や教育などに充てる。 
 
 

第 11 料金に関する事項 

 

１ 料金 

病院等の料金については、次に定める額とする。 

(1) 健康保険法（⼤正１１年法律第７０号）第７６条第２項並びに⾼齢者の医療の確保に関する法律（昭和５
７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づき厚生労働⼤臣が定める療養の給付に要する費用の額の算
定方法並びに、健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項並びに、⾼齢者の医療の確保に関する法
律第７４条第２項及び第７５条第２項に規定する厚生労働⼤臣が定める基準により算定した費用の額とす
る。 
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第 ７  （ 同 左 ）  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
第８ （同左） 

 
 
 
 
第９ （同左） 

 
 
 
 
第 10 （同左） 

 
 
 
 
 

第 11 料金に関する事項 

 

１ 料金 

病院等の料金については、次に定める額とする。 

(1) （同左） 
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 (2) 前号により難いときは、別に理事⻑が定める額とする。 
 
 
 
  (3)〜(6)（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表１〜３（削除） 
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 (2) 前号により難いときは、別表１により算定した額に１００分の１１０を乗じて得た額（助産に係る場合に
あっては、同表により算出した額。また、当該額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの
とする。第５号において同じ。）⼜は別に理事⻑が定める額とする。 

(3) 病院駐車場の料金の額（消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。）は、別表２に
掲げる額以下の範囲内で別に理事⻑が定める額とする。 

(4) 看護専門学校の授業料、入学金及び入学試験手数料の額は、別表３のとおりとする。 

(5) ⽂書料の額は、１，５００円以上４，０００円以下で別に理事⻑が定める額に１００分の１１０を乗じて
得た額とする。 

(6) 前各号に規定がないものについては、実費等を勘案し別に理事⻑が定める額とする。 
 
 別表１（健康保険による給付の基準を超えるもの） 

種 別 金 額 

室料差額 

Ａ 

１日 

２０，０００円 
Ｂ １２，０００円 
Ｃ １１，０００円 
Ｄ ８，０００円 
Ｅ ５，０００円 

分べん料 １児につき 
時間内 １９０，０００円 
時間外 ２２２，０００円 
深夜 ２５４，０００円 

（注１）時間内、時間外及び深夜の区分は以下のとおりとする。 
１ 時間内 月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時まで 
      （国⺠の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、1 月 2 日、同月 3 日、 

12 月 29 日、同月 30 日及び同月 31 日を除く） 
２ 時間外 時間内及び深夜以外の時間帯 
３ 深夜  午後１０時から翌日午前６時まで 

（注２）分べん料は、出産時刻の属する時間帯に応じた金額とする。 
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２ 料金の減免 

理事⻑は、特別の理由があると認めるときは、料金を減免⼜は免除することができる。 
 

第 12 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備内容 予定額 財 源 
病院施設、医療機器等整備 ７，１２０百万円 北九州市⻑期借入金等 

２ 人事に関する計画 

医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対応することができるよう、組織及び職員配置の在り方
を常に検証し、必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

３ 中期目標の期間を超える債務負担                    （単位：百万円） 

項 目 中期目標期間償還額 次期以降償還額 総債務償還額 
移行前地方債償還債務 ３，３５１ ９，４３５ １２，７８６ 
⻑期借入金償還債務 ５，６７８ ６，０８２ １１，７６０ 
計 ９，０２９ １５，５１７ ２４，５４６ 

４ 積立金の処分に関する計画 

  前期中期目標期間繰越積立金については、病院施設の整備、医療機器の購入、人材育成及び能力開発のため
の研修や教育などに充てる。 
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 別表２（駐車場関係） 
名 称 使用者 金 額 

医療セン ター駐車
場 

患者等 １台につき３時間まで１００円 
３時間を超える３０分⼜はその端数ごとに１００円 

その他のもの １台につき３０分⼜はその端数ごとに１５０円 
八幡病院駐車場 患者等 １台につき３時間まで８０円 

３時間を超える３０分⼜はその端数ごとに５０円 
その他のもの １台につき３０分⼜はその端数ごとに８０円 

（注１）「患者等」とは、外来患者及びその付添人並びに入院患者の介助者及び入退院時における付添人をいう。 
（注２）料金は、自動車を出車させる際徴収する。 

 
 別表３（看護専門学校関係） 

種 別 金 額 
授業料 年額 ３６０，０００円 

入学金 
 

市内居住者 １５０，０００円 
市外居住者 ２３０，０００円 

入学試験手数料 ２０，０００円 
（注１）市内居住者及び市外居住者の区分は、理事⻑が別に定める。 

 

２ （同左） 

 

第 12 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備内容 予定額 財 源 
病院施設、医療機器等整備 ４，９４４百万円 北九州市⻑期借入金等 

２ （同左） 

 
 

３ 中期目標の期間を超える債務負担                    （単位：百万円） 

項 目 中期目標期間償還額 次期以降償還額 総債務償還額 
移行前地方債償還債務 ９，１６３ １３，２３７ ２２，４００ 
⻑期借入金償還債務 １，１８２ ３，７５８ ４，９４０ 
計 １０，３４５ １６，９９５ ２７，３４０ 

４ 積立金の処分に関する計画 

  なし 

 


